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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２８年３月３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年１１月２８日 ０６時１５分ごろ 

発生場所 山口県下関市角
つの

島北北西方沖 

 角島灯台から真方位３２７°３０.３海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°４６.７′ 東経１３０°３０.６′） 

事故の概要  貨物船MAIZURU
マ イ ズ ル

 KICHIJO
キ チ ジ ョ ウ

は、北東進中、また、漁船第一安成
あんせい

丸は、

北北西進中、両船が衝突した。 

 第一安成丸は、技能実習生１人が軽傷を負い、船首部が圧壊し、ま

た、MAIZURU KICHIJO は、右舷中央部外板に凹損及び擦過傷を生じ

た。 

事故調査の経過  平成２６年１２月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 MAIZURU KICHIJO、５０,６１４トン 

   １４２００５、日本郵船株式会社 

   ２３４.９８ｍ×３８.００ｍ×１９.９０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１２,９５０kＷ、平成２４年１０月２７日 

Ｂ 漁船 第一安成丸、７５トン 

１２９３６７、個人所有 

      ２７.０５ｍ（Lr）×５.６５ｍ×２.４０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、５１１kＷ、昭和６１年７月２１日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ（フィリピン共和国籍） 男性 ４０歳  

   締約国資格受有者承認証 船長（国際航海に従事する日本籍船

限定）（日本国発給） 

交付年月日 ２０１４年６月２７日 

（２０１９年６月２６日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６４歳 

五級海技士（航海）（履歴限定） 

免 許 年 月 日 平成４年８月１９日 

免 状 交 付 年 月 日  平成２６年６月１０日 

    免状有効期間満了日 平成３１年７月１９日 
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甲板員Ｂ 男性 ５１歳  

海技免状等 なし、甲板部航海当直部員の認定 あり 

技能実習生Ｂ（インドネシア共和国籍）男性 ２０歳  

   海技免状等 なし 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（技能実習生Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷中央部外板に凹損及び擦過傷 

Ｂ 船首部が圧壊 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の末期 

日出時刻：０７時０３分 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１８人（全員フィリピン共和国

籍）が乗り組み、石炭約８７,１４６ｔを積み、法定の灯火を表示

し、京都府舞鶴市舞鶴港に向け、角島北北西方沖を自動操舵により針

路約０６０°（真方位、以下同じ。）、約１２.８ノット（kn）の速力

（対地速力、以下同じ。）で航行していた。 

 航海士Ａは、操舵手１人（以下「操舵手Ａ」という。）と共に船橋

当直につき、２台のレーダーをそれぞれ１２Ｍと２４Ｍのレンジとし

て見張りをしていたところ、右舷前方約７Ｍに漁船と思われる小さな

映像２つが映っていたのでその映像を注意して見ていたが、動いてい

る様子を認めなかった。 

 航海士Ａは、２隻の船までの距離が約０.２～０.３Ｍになった頃、

目視により２隻が漁船であることを確認し、その動静に注意していた

ところ、２隻の漁船の先にＡ船の前方を横切るように北北西進して来

るＢ船に気付いた。 

 Ａ船は、航海士Ａが、操舵手Ａに自動操舵から手動操舵に切り替え

て左舵一杯を取るように指示するとともに汽笛を鳴らし、探照灯でＢ

船を照射したものの、平成２６年１１月２８日０６時１５分ごろ、Ａ

船の右舷中央部とＢ船の船首部とが衝突した。 

船長Ａは、航海士Ａから本事故の発生を知らされ、損傷部の確認を

指示し、管理会社に本事故の発生を連絡した。 

Ａ船は、海上保安庁から連絡を受け、その指示により下関市六連
む つ れ

島

北方沖に錨泊した。 

Ｂ船は、船長Ｂ、甲板員Ｂ及び技能実習生（以下「実習生Ｂ」とい

う。）ほか８人（日本国籍６人、インドネシア共和国籍２人）が乗り

組み、法定の灯火を表示し、１１月２８日０１時００分ごろ、下関市

下関漁港を僚船と共に出港し、北緯３５°００′、東経１３０°２

０′付近の漁場に向かった。 

Ｂ船は、下関市蓋
ふたお

井
い

島西方沖で手動操舵から自動操舵に切り替え

て針路を３４０°に設定し、僚船の約０.５Ｍ前方を先航して約９.５
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kn の速力で航行していた。 

甲板員Ｂ及び実習生Ｂは、０５時００分ごろ船橋当直につき、甲板

員Ｂが６Ｍレンジとしたレーダーによる見張りを、実習生Ｂが舵輪の

そばで目視による見張りをそれぞれ行っていた。 

甲板員Ｂは、操舵室後壁の前に立ち、背中を壁に寄り掛けてレーダ

ー画面を見ていたところ、０５時４０分ごろからうとうとし始め、そ

の後居眠りに陥った。 

実習生Ｂは、０５時５０分ごろ、腹痛を感じたので、甲板員Ｂの肩

を２回軽く叩
たた

き、甲板員Ｂが目を開けたのを見て階下のトイレに行っ

た。 

Ｂ船は、実習生Ｂが、２５分ほどトイレにいた後、操舵室に戻って

船首方を見るとＡ船の船体が見えたので、急いで主機のクラッチを中

立にしたものの、Ａ船と衝突した。 

甲板員Ｂと実習生Ｂは、衝突の衝撃で転倒した。 

船長Ｂは、衝突の衝撃で目が覚め、操舵室後部の寝台から出ると、

操舵室の前面の窓からＡ船の船尾が見えたが、Ａ船が遠ざかって行く

のでその場に停船して船首部の損傷状況を調べ、浸水のないことを確

認して僚船、会社及び海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

Ｂ船は、自力航行で下関漁港に帰り、２９日佐賀県伊万里市所在の

造船所において修理された。 

実習生Ｂは、病院で右手首及び背中の打撲と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜

粋）、写真１ Ａ船右舷中央部損傷状況、写真２ Ｂ船船首部損傷

状況 参照） 

 その他の事項 

 

 航海士Ａ及び操舵手Ａは、Ａ船が、右舷前方にいた２隻の漁船の近

くを航行する進路だったので、同漁船の動静に注意を向け、Ｂ船の接

近に気付くのが遅れたと本事故後に思った。 

 実習生Ｂは、階下のトイレに行く際、甲板員Ｂが居眠りをしている

ことに気付き、肩を２回軽く叩いたところ目を開けたので居眠りから

覚醒したと思い、降橋の理由を何も伝えずに操舵室を出た。 

 実習生Ｂは、日本語で日常会話ができた。 

実習生Ｂは、主機のクラッチを中立にしたものの、手動操舵に切り

替える時間がなかった。  

甲板員Ｂは、実習生Ｂがトイレに行った後も居眠りを続け、Ａ船と

衝突した衝撃で倒れて目が覚めた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、角島北北西方沖を北東進中、航海士Ａ及び操舵手Ａが、Ａ
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船の右舷前方にいた２隻の漁船の動静に注意を向け、見張りを適切に

行っていなかったことから、右舷方から接近するＢ船に気付くのが遅

れ、左舵一杯を取ったものの、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 航海士Ａ及び操舵手Ａは、Ａ船が右舷前方にいた２隻の漁船の近く

を航行する進路であったことから、同漁船の動静に注意を向けていた

ものと考えられる。 

 Ｂ船は、角島北北西方沖を北北西進中、甲板員Ｂが居眠りをしてい

たことから、左舷方から接近するＡ船に気付かずに航行を続け、トイ

レから操舵室に戻った実習生Ｂが至近にＡ船を認め、クラッチを中立

にしたもののＡ船と衝突したものと考えられる。 

甲板員Ｂは、実習生Ｂがトイレに行く際その理由を甲板員Ｂに伝え

なかったことから、その間単独当直になることを理解せず、居眠りを

続けた可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、角島北北西方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ船

が北北西進中、航海士Ａ及び操舵手Ａが、Ａ船の右舷前方にいた２隻

の漁船の動静に注意を向け、見張りを適切に行っておらず、また、甲

板員Ｂが居眠りをしていたため、両船が衝突したことにより発生した

ものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・レーダーで見張りを行う場合は、一つの目標だけに気をとらわれ

ず、画面の全体に注意を向けること。 

・当直員は、眠気を感じたら、体操をしたり、風に当たるなどして

眠気を覚ます努力をすること。 

・当直員は、体調を整えて当直に入ることに努め、体調の悪いとき

は、船長に申し出ること。 

・当直員は、操舵室から離れる場合は、見張りの引継ぎを確実に行

うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋）      

時刻 

（時：分：秒） 

北緯 

（°－′） 

東経 

（°－′） 

対地針路 

（°） 

船首方位 

（°） 

対地速力 

（kn） 

 06:10:36 034-46-09.2 130-29-32.1 059 060 12.7  

 06:13:36 034-46-29.0 130-30-12.0 060 059 12.6  

 06:14:35 034-46-35.5 130-30-24.8 059 046 12.6  

 06:14:45 034-46-36.7 130-30-27.3 059 040 12.6  

 06:14:56 034-46-38.0 130-30-29.5 056 031 12.6  

 06:15:12 034-46-40.2 130-30-32.5 049 017 12.2  

 06:15:22 034-46-41.7 130-30-33.9 043 010 11.8  

 06:15:32 034-46-43.3 130-30-35.1 035 003 11.3  

 06:15:42 034-46-45.0 130-30-35.9 027 357 10.7  

 06:15:52 034-46-46.8 130-30-36.4 019 352 10.4  

 06:16:01 034-46-48.3 130-30-36.7 013 348 10.1  

 06:16:15 034-46-50.6 130-30-36.8 005 342 9.8  

 06:16:22 034-46-51.7 130-30-36.7 002 340 9.7  

 06:16:31 034-46-52.5 130-30-36.7 357 336 9.6  

 06:17:35 034-47-02.2 130-30-32.1 332 331 9.1  

 06:20:36 034-47-29.5 130-30-22.4 005 021 9.7  

 06:22:36 034-47-46.2 130-30-32.6 044 058 9.4  

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船首方位は真

方位である。 

 

 

 

写真１ Ａ船右舷中央部損傷状況 
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写真２ Ｂ船船首部損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           


